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田原 市企 業 復興 支援 金 交付 要 綱  

  

（目 的）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 東 日 本 大 震 災 に よ り 被 災 し た 事 業 所 の 復 興 、

再建 を支 援 する ため 、本市 が指 定 す る区 域に お いて 事業 所 を 開 設

し た 者 に 対 し 企 業 復 興 支 援 金 （ 以 下 「 復 興 支 援 金 」 と い う 。） を

交付 する こ とに より 、被災 事業 者 の 早期 復興 と 国内 もの づ くり 産

業の 再生 に 寄与 する こ とを 目 的と す る。  

 （ 定義 ）  

第２ 条  こ の要 綱に お いて 、次 の各 号に 掲げ る 用語 の意 義 は 、当 該

各号 に定 め ると ころ に よる 。  

(1) 復 興 支 援 金  事 業 所 を 開 設 し た 者 に 交 付 す る 立 地 支 援 金 及

び本 市に 転 入す る者 に 交付 す る 移 住 支度 金を い う。  

(2) 被 災 事 業 所  東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 に よ る 被 災 若 し く は 福

島第 一原 子 力発 電所 の 事故 を 受け て 定め た 警 戒 区域 、計画 的避

難区 域等 の 指定 を受 け 、立 ち 入り が 禁止 又は 制 限さ れて い る区

域 （ 以 下 「 避 難 区 域 」 と い う 。） 内 に あ る 施 設 で 、 法 人 又 は 個

人 が そ の 事 業 の 用 に 直 接 供 す る 常 時 雇 用 労 働 者 ５ 人 以 上 の も

のを いう 。  

(3) 被 災 従 業 員  前 号 に 規 定 す る 被 災 事 業 所 に 勤 務 し て い た 者

をい う。  

(4) 固定 資 産税  田 原 市市 税 条例（ 昭和 ３６ 年 田原 町条 例 第１ １

号 ）の 規定 に 基づ き 、事 業 所の 土地 、家屋 及び 償 却資 産に 課 さ

れる 固定 資 産税 をい う 。  

(5) 中 小 企 業 者  中 小 企 業 基 本 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ）
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第２ 条に 規 定す る者 を いう 。  

 （ 指定 区 域）  

第３ 条  復 興支 援金 の 対象 と する 事 業所 の設 置 区域 は、田原 浦 鬼塚

地区、東 三河 臨 海田 原１ 区、東三 河 臨海 田原 ２ 区及 び東 三 河臨 海

田原 ４区 （ 以下 「指 定 区域 」 とい う 。） と する 。  

 （ 対象 期 間）  

第４ 条  復 興支 援金 の 交付 対 象事 業 は、平成 ２５ 年 ３月 ３１ 日 まで

に事 業所 を 開設 し 、操業 が見 込 まれ るも の と す る 。但 し 、移住 支

度金 につ い ては 、事 業 認定 後 ２年 以 内と する 。  

 （ 対象 事 業者 ）  

第 ５ 条  第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 被 災 事 業 所 を 経 営 す る 法 人 又 は

個人 とす る 。  

 （ 対象 事 業）  

第６ 条  復 興支 援金 の 対象 と なる 事 業は 、次 の各 号 のい ずれ か を満

たす 事業 と する 。  

(1) 立地 支 援金 は 、事業 者が 指 定区 域内 にお い て 、新 た に土 地を

取得 し事 業 所を 開設 し 、操 業 する も ので ある こ と。  

(2) 立地 支 援金 は 、事業 者が 指 定区 域内 にお い て 、新 た に土 地又

は家 屋を 借 り受 け 事 業 所を 開 設し 、 操 業 す る も の で あ る こ と 。 

２  前項 各 号に 規定 す る事 業 所は 、次の 各号 に 掲げ る事 業 のい ず れ

かの もの で なけ れば な らな い 。  

(1) 製造 業 、鉱業 、建設 業 、電気・ガス・熱供 給 ･水 道 業 、運 輸 ・

通信 業  

(2) 前号 に 規定 する 業 種の ほ か、 市 長が 承認 し た事 業  

３  移住 支 度金 は、被災 従 業員 の 世 帯が 田原 市 に転 入す る ため に 当
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該事 業所 が 被災 従業 員 に支 払 う移 住 費用 を対 象 とす る。  

 （ 復興 支 援金 の額 ）  

第７ 条  復 興支 援金 の 額は 、別 表 に 掲げ る額 と する 。た だ し、立地

支援 金の ６ 年目 以降 は 別表 に 掲げ る 額の ２分 の １の 額と す る。  

（端 数計 算 ）  

第８ 条  前 条の 規定 に よる 復 興支 援 金の 額に １，０ ００ 円未 満 の端

数金 額が 生 じた 場合 は 、そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。 

（事 業認 定 ）  

第９ 条  復 興支 援金 の 対象 事 業と し て認 定（ 以 下「 事業 認 定」とい

う 。） を 受 け よ う と す る 事 業 者 は 、 家 屋 又 は 償 却 資 産 の 工 事 に 着

手す る日 の ３０ 日前 ま でに 企 業復 興 支援 金事 業 認定 申請 書（様 式

第１ 号）に より 、市 長 に申 請し そ の 認定 を 受 け るも のと す る 。た

だし 、市長 が やむ を 得な い理 由 があ ると 認め る とき は 、市長 が指

定し た日 と する 。  

２  市長 は 、前項 の規 定 によ る 申請 があ った と きは 、その 内 容を 審

査し 、適当 で ある と 認め たと き は 、企業 復興 支 援金 交付 事 業認 定

通知 書（ 様 式２ 号）に より 、適 当 で ない と認 め ると きは 企 業復 興

支援 金交 付 事業 不認 定 通知 書（ 様式 第３ 号 ）に よ り通 知 する もの

する 。  

３  復興 支 援金 は、田原 市 企業 立 地 奨励 金 と 重 複し て交 付 する こ と

はで きな い 。  

（復 興支 援 金の 交付 申 請等 ）  

第１ ０条  事業 認定 を 受け た 事業 者（以 下「 認定 事 業者 」と い う。）

は、各年 度の 固 定資 産 税の 全額 が 納 付さ れた 日 から ３月 １ ５日 ま

でに 、企 業 復興 支援 金 交付 申請 書（ 様式 第４ 号 ）に より 市 長に 申
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請す るも の とす る。  

２  市長 は 、前項 の規 定 によ る 申請 があ った と きは 、その 内 容を 審

査し 、復 興支 援 金の 交 付を 決定 し た とき は 企 業 復興 支援 金 交付 決

定通 知書（ 様式 第５ 号 ）に より 、不 交付 を決 定 した とき は 企業 復

興支 援金 不 交付 決定 通 知書（様 式 第 ６号 ）に よ り、認 定 事 業者 に

対し 通知 す るも のと す る。  

３  市長 は 、必要 があ る と認 め ると きは 、前項 の 規定 によ る 復興 支

援金 の交 付 の決 定に 条 件を 付 する こ とが でき る 。  

 （ 復興 支 援金 交付 期 間）  

第１ １条  復興 支援 金 の交 付 を受 け るこ とが で きる 期間（ 以 下「支

援 金 交 付 期 間 」 と い う 。） は 、 認 定 事 業 者 が 最 初 に 固 定 資 産 税 を

課 さ れ る こ と と な る 年 度 か ら 、 中 小 企 業 者 に あ っ て は １ ０ 年 間 、

中小 企業 者 以外 の者 に あっ て は５ 年 間と する 。た だ し、移 住 支度

金に つい て は、当該 事業 所 に勤 務す る被 災従 業 員が 、田 原市 に 転

入し た年 度 に限 り交 付 する 。  

 （ 復興 支 援金 の請 求 ）  

第 １ ２ 条  第 １ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 復 興 支 援 金 の 交 付 の 決 定

を受 けた 認 定事 業者 は 、通 知を 受 け た日 から ３ ０日 以内 に 復興 支

援金 交付 請 求書 （様 式 第７ 号 ）を 市 長に 提出 す るも のと す る。  

２  市長 は 、前項 の請 求 書の 提 出が あっ たと き は 、直 ちに そ の内 容

を審 査し 、請 求 書受 理 後 ３ ０日 以 内 に認 定事 業 者に 復興 支 援金 を

交付 する も のと する 。  

 （ 届出 の 義務 ）  

第１ ３条  認定 事業 者 は、次の 各 号 のい ずれ か に該 当す る こと と な

った とき は 、当 該事 実 の発 生 後 30 日以 内に 市 長に 必要 な 事項 を
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届け 出な け れば なら な い。  

(1) 第 ９ 条 第 １ 項 の 申 請 内 容 （ 添 付 書 類 を 含 む 。） に 変 更 が あ っ

たと き 。（ 様式 第 ８号 ）  

(2) 事業 所 の開 設等 の 工事 に 着手 し たと き 。（ 様式 第 ９号 ）  

(3) 事業 所 の開 設等 の 工事 が 完了 し たと き 。（ 様式 第 １０ 号 ）  

(4) 操業 を 開始 した と き 。（ 様式 第 １１ 号）  

(5) 復 興 支 援 金 交 付 期 間 中 に 当 該 事 業 所 の 全 部 又 は 一 部 の 操 業

を休 止し 、 又は 廃止 し たと き 。（ 様 式第 １２ 号 ）  

(6) 相続 、譲 渡 、合 併そ の 他の 理由 によ り 、企 業 の名 称等 に 変更

を生 じた と き。（ 様式 第 １３ 号）  

 （ 認定 の 取消 し等 ）  

第１ ４条  市長 は、復興 支 援金 交 付 期間 中に 認 定事 業者 が 次の 各 号

のい ずれ か に該 当す る と認 め たと き は 、当 該認 定 、若し く は交 付

の決 定を 取 り消 し 、復興 支援 金 の交 付を 停止 し 、又は 既 に交 付し

た復 興支 援 金の 全部 、若し くは 一 部 の返 還を 命 ずる こと が でき る 。 

(1) 復興 支 援金 交付 期 間中 に おい て 、事 業認 定 に係 る事 業 所の 全

部若 しく は 一部 の操 業 を休 止 し、若 しく は廃 止 し、又 は 当該 事

業所 を他 に 譲渡 した と き。  

(2) 市税 を 滞納 して い ると き 。  

(3) 虚偽 そ の他 不正 な 手段 に より 復 興支 援金 の 交付 を受 け、又 は

受け よう と した とき 。  

(4) 認 定 事 業 者 が 重 大 な 法 令 違 反 又 は 社 会 的 な 信 用 を 著 し く 損

う行 為を 行 った と認 め られ る とき 。  

(5) 前各 号 に掲 げる も のの ほ か、市 長が 特に そ の必 要が あ ると 認

めた とき 。  
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２  前項 の 規定 によ る 認定 、若 しく は交 付の 決 定の 取消 し 、又は 交

付の 停止 は 、企 業 復 興 支援 金 認定 取 消等 通知 書 （様 式第 １ ４号 ）

によ るも の とし 、復 興支 援金 の 返還 の命 令は 、田 原市 企 業復 興支

援金 返還 命 令書 （様 式 第 １ ５ 号） に よる もの と する 。  

（移 住支 度 金の 返還 ）  

第１ ５条  認定 事業 者 は、移住 支 度 金の 交付 後 １年 以内 に 交付 対 象

従業 員が 転 出し た場 合 は、対象 と な る移 住支 度 金を 返還 し なけ れ

ばな らな い 。  

（遅 延利 息 ）  

第 １ ６ 条  第 １ ４ 条 第 ２ 項 及 び 第 １ ５ 条 の 規 定 に よ り 復 興 支 援 金

の 返 還 を 命 じ ら れ 、 こ れ を 納 期 日 ま で に 納 付 し な か っ た と き は 、

納期 日の 翌 日か ら納 付 の日 ま での 日 数に 応じ 、そ の 未納 額 につ き

年１ ４．６％ の 割合 で 計算 した 遅 延 利息 を納 付 しな けれ ば なら な

い。  

２  市長 は、前 項の 場合 に おい て や むを 得な い 事情 があ る と認 め た

場合 は、 遅 延利 息の 全 部又 は 一部 を 免除 する こ とが でき る 。  

 （ 権利 の 譲渡 の禁 止 ）  

第１ ７条  この 要綱 の 規定 に よる 復 興支 援金 を 受け る権 利 は、これ

を譲 渡し 、 又は 担保 に 供し て はな ら ない 。  

 （ 地位 の 継承 ）  

第１ ８条  認定 事業 者 が、次の 各 号 のい ずれ か に該 当す る こと と な

った とき は 、直 ちに 認 定事 業 者承 継 承認 申請 書 （様 式第 １ ６号 ）

を提 出し 、 市長 の承 認 を受 け なけ れ ばな らな い 。  

 (1) 死亡 した 場 合  そ の相 続人  

(2) 法 人 が 合 併 し た 場 合  合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は そ の 合 併 に
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より 設立 さ れた 法人  

(3) 法人 が 分割 した 場 合  そ の分 割 によ り事 業 を承 継し た 法人  

(4) 営業 す る権 利を 譲 渡し た 場合  その 譲受 人  

２  市長 は 、前 項の 申 請を 受け 、承 認し た場 合 は、認定 事 業者 承継

承認 通知 書 （様 式第 １ ７号 ） によ り 通知 する も のと する 。  

（報 告及 び 調査 ）  

第１ ９条  市長 は、認定 事 業者 又 は 認定 を受 け よう とす る 事業 者 に

対し 、操業 状 況等 に つい て報 告 を求 め 、又 は実 地 調査 を する こと

がで きる 。  

附  則  

この 要綱 は 、平 成２ ３ 年６ 月 ６日 か ら施 行す る 。  
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別 表  

（ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

【 立 地 支 援 金 】  
 

区  分  
対 象 と な る  

固 定 資 産  
復 興 支 援 金 の 額  特 記 事 項  

 

第 ６ 条 第 １ 項 第

１ 号 の 事 業  

 

取 得 し た 土 地 、

家 屋 及 び 当 該

家 屋 に 帰 属 す

る 償 却 資 産（ た

だ し 償 却 資 産

は ３ 年 間 の み

対 象 と す る 。）  

 

 

当 該 固 定 資 産 に 課 さ

れ た 固 定 資 産 税 の 納

付 額 に 相 当 す る 額  

 

 

 

 

第 ６ 条 第 １ 項 第

２ 号 の 事 業  

 

借 り 受 け し た

土 地 及 び 借 り

受 け し た 家 屋

若 し く は 開 設

し た 家 屋 と 当

該 家 屋 に 帰 属

す る 新 た に 取

得 し た 償 却 資

産（ た だ し 償 却

資 産 は ３ 年 間

の み 対 象 と す

る 。）  

 

 

当 該 固 定 資 産 に 課 さ

れ た 固 定 資 産 税 の 納

付 額 に 相 当 す る 額  

 

借 り 受 け し た 土

地 、家 屋 の 所 有 者

が 当 該 固 定 資 産

税 を 滞 納 し て い

る 場 合 は 、交 付 す

る こ と が で き な

い 。  

 

【 移 住 支 度 金 】  

 

 

費 用 区 分  移 住 支 度 金 の 上 限 額 （ １ 世 帯 あ た り ）  

事 業 所 が 被 災 従 業 員 に 支 給

し た 移 住 費 用 の １ ／ ２ 以 内  

単 身 者  左 記 以 外  

１ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  ２ ０ ０ ，０ ０ ０ 円  


